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2025年 11月 

 

一般社団法人 日本建設業連合会 

 

 

日建連表彰 2026 

第 67回 ＢＣＳ賞 募集要項 

 

 

 

本会は、次のとおり第 67 回ＢＣＳ賞候補作品の募集を行います。 

 

 

◎選考委員会委員（敬称略、五十音順） 

 

饗庭   伸 東京都立大学 

秋元 孝之 芝浦工業大学 

井上  宏 株式会社久米設計 

金田 充弘 東京藝術大学 

手塚 由比 株式会社手塚建築研究所 

中村  純 株式会社大林組 

中山  貴 株式会社石本建築事務所 

野口 貴文 東京大学 

原田 哲夫 株式会社竹中工務店 

藤本 裕之 清水建設株式会社 

宮城 俊作 

 

株式会社プレイスメディア 

（ハーバード大学） 

矢吹 清一 戸田建設株式会社 
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Ⅰ．本賞について 
 

１．目的 ＢＣＳ賞は、毎年、優良な建築物を表彰することにより、建築に係わる事業企画

の質及び計画・設計、施工、環境、維持管理その他建築技術の進歩向上を図り、

もって良好な建築資産を創出し、わが国の文化の進展と地球環境の保全に寄与す

ることを目的とする。 

２．対象建築物 日本国内において建築された建築物ないしは建築群（以下「建築物」という。）で、

2026 年 4 月 30 日時点において供用開始後１年以上を経過(2025 年 4 月 30日まで

に供用開始)したもの。用途ごとの供用開始時期の定義については別表のとおり。 

３．表彰対象者 1) ＢＣＳ賞の表彰は、受賞した建築物（以下「受賞作品」という。）の建築主、

設計者及び施工者の三者に対して行う。 

2) 前項の建築主、設計者及び施工者は、原則として次のとおりとする。 

① 建築主    

受賞作品の建築確認の申請者又は設計もしくは施工に関する契約の当事者 

② 設計者 

受賞作品の設計に関する建築主との契約の当事者又はその者の責任におい 

て当該作品の設計図書を作成した者 

③ 施工者    

受賞作品の施工に関する建築主との契約の当事者 

ただし、分離発注された設備工事、造園工事等の施工者は含まない 

3) 建築主、設計者及び施工者の相互の協力関係において、主要な役割、深い関与、

専門性における不可欠な貢献を果たし、前項の建築主、設計者又は施工者に実

質的に該当すると判断される者については、建築主、設計者、施工者のいずれ

かの一員として表彰対象者に加えることができる。 

４．選考基準 1) 選考の基本方針 

ＢＣＳ賞の選考は、建築の事業企画、計画・設計、施工、環境及び建築物の運

用・維持管理等に関する総合評価に基づいて行う。 

2) 建築主、設計者及び施工者の協力関係 

建築主、設計者及び施工者の相互の協力関係が良好であり、適正な価格により

正常な施工が行われ、その結果、優良な建築物が建築されていることを選考に

当たって重視する。 

3) 安全 

選考に当たっては、安全に充分配慮して、企画、設計及び施工が行われていた

かについて留意する。 

4) 評価項目 

 

上記表右欄の評価軸のそれぞれについて、考え方と事例等を補足的に示す。 

なお、選考にあたっては、それぞれの評価軸について、上記 2)の「建築主、設計者及 

事業企画 事業プログラムの健全性、社会貢献に係わる先見性 

計画・設計 デザイン・技術の適切性、設計全般に係わる先進性 

施工 管理手法の適格性、難条件克服・技術伝承・生産技術に係わる革新性 

環境 地域環境・地球環境の持続性、生活環境に係わる上質性 

維持管理 施設の運用性、ライフサイクルに係わる波及性 
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び施工者の協力関係」（三位一体）を基盤とした、与条件の解決に取り組む求心性と

企画的技術的チャレンジとしての発展性の２つの視点が意識される。 

（事業企画）「事業プログラムの健全性」は事業企画ニーズを原点とし、 

「社会貢献に係わる先見性」には社会ニーズに応える都市的手法他を含む。 

（計画・設計）「デザイン・技術の適切性」は計画・設計ニーズを原点とし、 

「設計全般に係わる先進性」には仕様・性能における設計手法他を含む。 

（施工）「管理手法の適格性」は品質・コスト・安全を原点とし、「難条件 

克服・技術伝承・生産技術に係わる革新性」には伝統建築保存・生産性 

他の取り組みを含む。 

（環境）「地域環境・地球環境の持続性」は環境ニーズを原点とし、「生活 

環境に係わる上質性」には快適・健康・景観等の領域他を含む。 

（維持管理）「施設の運用性」はユーザーニーズを原点とし、「ライフサイク 

  ルに係わる波及性」には機能更新や地域共生等の活動他を含む。 

５．応募者 応募は、建築主、設計者及び施工者のいずれかが行うものとする。 

応募に当たっては、建築主、設計者及び施工者の同意を得る。 

６．募集期間 2026年１月 5日（月）10時から同１月 30日（金）17 時まで。 

 
Ⅱ．応募資料 
 

１．提出資料等 所定申込書を日本建設業連合会（以下「本会」という。但し、「３．提出及び問い

合わせ先」及び応募申込書を除く。）ホームページ（日建連表彰ＢＣＳ賞）よりダ

ウンロードし、下記項目 1）〜5）の提出資料を全て A4 判にて作成し、下記 URL

にアップロードすること。（第 65回より紙書類による提出は廃止となりました。） 

URL：https://www.nikkenren.com/kenchiku/bcs/prize/entry/ 

 

1) 応募申込書等 

① 応募申込書（社印押印のこと） 

 ・建築関係者欄の建築主、設計者、施工者は、本要項の「Ⅰ.本賞について－３．

表彰対象者－2)項」に定めるとおりである。 

・本要項の「Ⅰ.本賞について－３．表彰対象者－3)項」に基づいて応募する者

を含め、各応募関係者の建築主、設計者及び施工者との契約の有無を明確化

して応募申込書に記載のこと。 

※選考過程において、建築主、設計者及び施工者の協力関係に関する評価及

び各応募関係者の表彰対象者としての適格性の判断の資料となる。なお、

応募者の適格性について確認し、変更を求める場合がある。 

・共同で業務に従事した場合には、応募に当たって、作品名及び関係者名の表

示等について関係者間での同意を徹底する。 

提出資料 ＜全て A4判＞ 

1） 応募申込書等（別記様式：Excel、Word、PDF形式の 3種） 

2） 図面（PDF形式） 

3） 写真（8枚以内。JPEG、PDF形式の 2種） 

4） 技術的補足資料（各分野 1枚以内、計 4枚以内。PDF形式） 

5）映写用スライド（タイトル 1枚＋画像 15枚以内。PDF形式） 
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・原則として Excel 形式にて提出することとする。ただし表紙については社印

押印を必須とするため、Excel形式に加え PDF形式での提出も行うこと。（押

印は PDFデータのみ） 
 

② 応募作品説明書（様式１～３） 

・各項目は必ず記入すること。記入しない場合はその理由を記載すること。 

・企画、設計、施工その他作品の特徴について、要点を簡潔に表現すること。

（画像は不可） 
 

2) 図面（配置、平面、立面、断面、縮尺は適宜） 

 ・図面内に写真は入れないこと。 
 

3) 写真 

・受賞作品公表時、報道関係への配布資料や本会ホームページ等に使用する為、

正面もしくは全容の写真及び主たる特徴がわかる写真を８枚のうち必ず含め

ること。写真の使用及び著作権等については「２．著作権」を参照のこと。 

・【JPEG】各写真のファイル名に簡単な説明を付けること。 

・【PDF】A4判縦の PDFに 1ページに 1枚ずつ、JPEGと同一の写真及び説明を付

けること。 
 

4) 技術的補足資料 

・上記 1)-②の「応募作品説明書」の企画・設計・施工その他作品の特徴の 

記述に加え、①構造、②環境、③施工、④都市計画・まちづくりの分野に 

関する技術的特徴を説明すること。 

 ・応募作品説明書と同一の内容とならないよう留意すること。 

・都市計画・まちづくりについては、社会貢献を含めた具体的な内容、数値

を記載すること。 

 ・環境については、応募作品説明書に記載されていない内容（例えば建物運

用時の環境性能等）について特に詳しく記載すること。 

・書式自由。写真やグラフ等を入れ、分野ごとに PR ポイントをまとめること。 

・①構造、②環境、③施工、④都市計画・まちづくりの順に作成すること。 
 

5) 映写用スライド 

 以下の事項に注意のこと。 

・タイトルページ１枚と、建物の内外観、工法、その他建物の特徴がよく表現

されている画像ページ 15枚以内とすること。 

・A4判横で作成のこと。 

・タイトルページは応募作品名称のみを中央に黒字で記載すること。 
 

※提出された写真等について、版権使用料が発生するものは、本会は費用を 

負担しない。 

※上記以外に必要に応じて資料の追加を求めることがある。 

２．著作権 1) 受賞作品の応募資料として提出された写真等について、本会は編集出版権を持

つ。 

2) 本会は受賞作品を電子媒体によって公開できる。 

3) 本会が受賞作品集等及び本会ホームページに写真等を掲載することを前提に、

写真等について全ての関係者の同意を得るとともに他者の著作権及び第三者の

肖像権を侵害することの無いように十分注意すること。 
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３．提出及び 

問い合わせ先 

一般社団法人 日本建設業連合会 建築・安全環境グループ｢ＢＣＳ賞｣係 

〒104-0032 東京都中央区八丁堀２－８－５ 東京建設会館５階 

電話 03-3551-1118  

 
Ⅲ．選考及び受賞作品の表彰等 
 

１．選考委員会 

 

選考委員会は、以下の構成の委員 12名をもって構成し、本会内に設置する。 

・学識委員：構造、環境、施工、都市計画の４分野から各１名 

・設 計 者：設計事務所から４名（組織事務所から２名、個人事務所から 

２名（内少なくとも１名は大学教授又は教授相当の者（名誉教

授を含む））） 

・本会会員会社：４社から各１名 

２．選考プロセス 選考は、選考委員会の合議に基づき、次により行う。作品の評価は、「Ⅰ.本賞

について－４.選考基準」に基づいて行う。 

① 第一次選考 ：選考委員 12名が応募資料を基に一定数の作品を選出す

る。 

② 現地調査 ：第一次選考で選ばれた作品について、選考委員が分担し

て、建築主、設計者及び施工者の立会いの下、現地にて

総合的な観点から調査する。 

③ 専門分野評価 ：学識委員は、現地調査を担当しない案件も含め第一次選

考で選ばれた全作品について、各委員の専門・担当分野

に関し、統一的に評価を行う。 

④ 第二次選考 ：全作品の評価項目毎の評価について情報共有・意見交換

の上、選考委員全員で総合評価を行い、受賞作品を選考

する。 

受賞作品及び表彰対象者は、選考委員会の選考結果に基づき、日建連表彰委員

会が決定する。 

３．表彰等 1) 優良な建築物 15点以内を表彰する。 

2) 表彰は、受賞作品の建築主、設計者及び施工者に対し、それぞれ表彰状を

贈るほか、以下を贈呈する。 

    建築主：受賞作品に取り付けることができるブロンズ製の表彰パネル 

    設計者及び施工者（共同企業体の場合は、代表者）：賞牌 

3) 表彰式は、2026年 11月に行う。 

４．受賞作品の 

 紹介 

1) 受賞作品の決定後、受賞作品の建築主、設計者及び施工者に通知するとと

もに、新聞、雑誌等に公表する。 

2) 本会は、受賞作品集の発刊及び公的機関への配布、ホームページなどによ

り、受賞作品をわが国の代表的建築物として広く内外に紹介する。 

3) 受賞者は、本会が受賞作品の関係資料をマスコミ、展示会、その他のメデ

ィア等に掲載、展示をする場合（パネルの貸出を含む。）は、無償で使用

することを認めるものとする。紹介にあたっては、設計者等の業務詳細の

表記を省略する。 
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別表 建物用途と供用開始の時期 

   

記号 建物用途 供用開始の時期 

Ａ１ 事務所ビル 
 使用が開始されたとき 

Ａ２ 官公庁舎等施設 

Ｂ 学校施設  開校のとき 

Ｃ１ 博物館 

 開館のとき（展示が公開されたとき） Ｃ２ 美術館 

Ｃ３ 展示場 

Ｃ４ 図書館  開館のとき （利用者の閲覧が開始されたとき） 

Ｃ５ 資料館・文学館  開館のとき （展示公開、資料の利用等が開始されたとき） 

Ｄ スポーツ施設  開館のとき （施設の利用が開始されたとき） 

Ｅ１ 文化会館 

 開館のとき （公演等が行われるようになったとき) Ｅ２ 劇場 

Ｅ３ コンサートホール 

Ｆ 商業施設  営業開始のとき 

Ｇ ホテル  営業開始のとき（宿泊、レストラン等の利用が開始されたとき） 

Ｈ 住宅  入居が可能となったとき 

Ｉ 病院・医療施設  開院・開所のとき（医療行為が行われるようになったとき） 

Ｊ 複合施設  建築物内の各施設の全部について使用が開始されるとき 

Ｋ１ 宗教施設 
 使用が開始されたとき 

Ｋ２ 斎場 

Ｌ 福祉施設  開所のとき（施設の用途に沿った使用が開始されたとき） 

Ｍ 研修施設  開所のとき（施設の用途に沿った使用が開始されたとき） 

Ｎ 研究所  開所のとき（施設の用途に沿った使用が開始されたとき） 

Ｏ 保養所  開所のとき（施設の用途に沿った使用が開始されたとき） 

Ｐ 工場  操業が開始されたとき 

Ｑ 駅・空港・ターミナル  その施設の用途に沿った使用が開始されたとき 

R 歴史的建造物  建物の公開が開始されたとき 

S その他  その施設の用途に沿った使用が開始されたとき 

   
※建物用途についての説明    

  注：本表は応募及び受賞作品の分類のため、本賞の範囲内で適用するものです。 

 

Ｂ ：構内の図書館・講堂・寄宿舎等もここに含む。 

Ｅ１：集会所の他、多目的ホール・体育館等を有するものを含む。 

Ｈ ：集合住宅・戸建住宅の他、寄宿舎、寮などを含む。 

Ｊ ：複数の主要な用途を有する建物、建物群或いは地域再開発。 

Ｌ ：保育所の他、幼稚園を含む。 

Ｐ ：ごみ焼却所、清掃工場、発電所を含む。 

Ｒ ：保存・公開され、当初の用途には使われていない建物。 

 


